
資料２ 

都市と地方の新たなモビリティサービス懇談会設置要綱 

 

（名称） 

第１条 本会議は、「都市と地方の新たなモビリティサービス懇談会」（以下「懇

談会」という。）と称する。 

 

 （目的） 

第２条 新たなモビリティサービスについて、現在進捗している民間や公的分

野における様々な取組も踏まえ、連携し、具体的な将来展望、それに基づく現

時点で取り組むべき方策等について、自由に議論を行い、検討するため、有識

者からなる懇談会を開催することとする。 

 

 （構成） 

第３条 懇談会は、別紙に掲げる委員によって構成する。 

 

（座長） 

第４条 懇談会には座長を 1名置く。 

２ 座長は、懇談会の会務を処理し、懇談会を代表する。 

３ 座長に事故のあるときは、あらかじめその指名する委員が、その職務を代理

する。 

 

（会議） 

第５条 座長は、懇談会の議事を整理する。 

２ 座長は、必要があると認めるときは、委員以外の者に対し、懇談会に出席し

てその意見を述べ又は説明を行うことを求めることができる。 

３ 資料は原則として公開する。ただし、特段の必要があると座長が認めた場合

は、会議資料の全部又は一部を公開しないことができる。 

４ 懇談会の内容は、非公開とする。 

 

（庶務） 

第６条 懇談会の庶務は、国土交通省総合政策局公共交通政策部交通計画課、都

市局都市計画課及び道路局企画課において処理する。 

 

（雑則） 

第７条 この要綱に定めるもののほか、懇談会の運営に関し必要な事項は、座長

が定める。 
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